
 

 

 

 

 

発電用原子炉主任技術者選任・解任届出書 

 
 
 
 

                                                     原子力発第２２１３３号 
                                                      令和 ４年 ７月１１日 

 
  原 子 力 規 制 委 員 会 殿 
 
 
 
                                           住  所  高松市丸の内２番５号 
                                           名  称  四国電力株式会社 
                                           代表者  取締役社長 社長執行役員 

  長 井 啓 介 
 

 
 
 
 
 
 
 
  発電用原子炉主任技術者を別紙のとおり選任・解任したので、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２６第２項で準用する第４０条第２

項の規定により届け出ます。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







   

 

※１ 課内移動で所掌している業務が変わる等がある場合はグループ等の詳細を記載すること。 

※２ 選任要件に該当する実務経験については以下の項目に分けて記載すること。 

（１）発電用原子炉施設の工事に関する業務 

（２）発電用原子炉施設の保守管理に関する業務 

（３）発電用原子炉の運転に関する業務 

（４）発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務 

（５）発電用原子炉に使用する燃料体の設計に関する業務 

（６）発電用原子炉に使用する燃料体の管理に関する業務 

 ※３ 経験年数については※2で分けた項目ごとに記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




